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令和４年 第１回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和 ４年 １月２７日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和４年 第１回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ７ 議案第 ２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ４号 農用地利用集積計画について 

日程第１０ 議案第 ５号 農用地利用配分計画について 

日程第１１ 議案第 ６号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２３名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

    ５番 遊 佐  一 成 委員、  ６番 菅 原  勝 宏 委員、 

    ７番 岩 淵  敬 一 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

    ９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

   １１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 

   １８番 髙 橋  榮 一 委員、 １９番 岩 渕    弘 委員、 

   ２０番 三 浦    栄 委員、 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

   ２２番 大 場  裕 之 委員、 

   ２３番 吉 田  優 俊 会長職務代理者、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 
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２ 欠席委員 （ １名） 

   １６番 狩 野  善 典 委員、 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。 

 「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 改めまして、今年もよろしくお願いいたします。 

 現在、新型コロナウイルス、特にオミクロン株が猛威を振るい、感染者が急激に増加し

ておりますので、皆様にはコロナの感染対策を徹底され、健康に留意していただければと

存じます。 

 

議長 

 それでは、只今から、令和４年 第１回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２３名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号１６番 狩野 善典 委員から、所要のため欠席する旨の通告がございます。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 なお、新型コロナウイルス感染症 予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 
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議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条の規定により 

 議席番号１４番 尾形 陽一郎 委員、議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員の両名を指名

いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和４年１月４日から令和４年１月２７日までに実施の事務事業等

の報告並びに、令和４年２月１日から令和４年２月２４日までに予定している事務事業等

について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告いた

します。 

 第１区の番号１番から１４番までの１４案件、第２区の番号１５番から２８番までの 

１４案件、第３区の番号２９番から３２番までの４案件、合わせて３２案件について、事

務局から報告いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ５筆 ６，１５２㎡、 

 番号２番は、築館地区の田 ２筆 １，６６１㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 ２筆 ２，７７７㎡、いずれも、双方合意による農地法

第３条による賃貸借権解約の３案件、 

 番号４番は、築館地区の田 ２筆 ３，８０９㎡、売買のための基盤法による賃貸借

権解約の１案件、 

 番号５番と６番は関連案件で、築館地区の田 ２筆 ２，３０６㎡、 

 番号７番と８番は関連案件で、築館地区の田 １筆 ６，２０３㎡、いずれも、双方

合意による農地中間管理事業による賃貸借権設定及び配分計画解約の４案件、 

 番号９番は、一迫地区の田 １筆 ３，０９３㎡、双方合意による農地法第３条によ

る賃貸借権解約の１案件、 

 番号１０番は、一迫地区の田 １筆 ２，６３０㎡、売買のための基盤法による賃貸

借権解約の１案件、 

 番号１１番は、一迫地区の田 ５筆 ４，９３０㎡、 

 番号１２番は、一迫地区の田 ５筆 ５，８７２㎡、 

 番号１３番は、一迫地区の田 １５筆 １８，４４４㎡、 

 番号１４番は、一迫地区の田 １筆 ３，９６３㎡、いずれも、双方合意による基盤

法による賃貸借権解約の４案件、 

 第２区の番号１５番は、若柳地区の畑 １筆 ３９４㎡、双方合意による農地法第３

条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号１６番は、若柳地区の田 １筆 １，４５１㎡、売買のための農地法第３条によ

る賃貸借権解約の１案件、 

 番号１７番は、若柳地区の田 ９筆 ２０，６３７㎡、売買のための基盤法による賃

貸借権解約の１案件、 

 番号１８番は、若柳地区の田 ３９筆 ３８，２０７㎡、双方合意による基盤法によ

る賃貸借権解約の１案件 

 番号１９番は、若柳地区の田 ４筆 １０，９５２㎡、 

 番号２０番は、若柳地区の田 １筆 ７７１㎡、 

 番号２１番は、若柳地区の田 ８筆 ５，４６８㎡、 

 番号２２番は、若柳地区の田 ６筆 １０，９５５㎡、 

 番号２３番は、若柳地区の田 ２筆 ３，３２２㎡、 

 番号２４番は、若柳地区の田 ９筆 ３１，７８３㎡、いずれも、双方合意による農

地中間管理事業による配分計画解約の６案件、 

 番号２５番は、金成地区の田 ８筆 １０，６４３㎡、双方合意による農地法第３条

による賃貸借権解約の１案件、 

 番号２６番は、金成地区の田 ３０筆 ３２，８１１㎡、双方合意による農地中間管

理事業による配分計画解約の１案件、 
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 番号２７番と２８番は関連案件で、志波姫地区の田 １筆 ７７６㎡、双方合意によ

る農地中間管理事業による配分計画及び賃貸借権設定解約の２案件、 

 第３区の番号２９番は、栗駒地区の田 ５筆 ８，１１３㎡、 

 番号３０番は、栗駒地区の田 ５筆 ７，７２５㎡、いずれも、双方合意による基盤

法による賃貸借権解約の２案件、 

 番号３１番は、栗駒地区の田 ４筆 ４，５６５㎡、新たな賃貸借権設定のための基

盤法による賃貸借権解約の１案件、 

 番号３２番は、栗駒地区の田 １３筆 ２３，２３２㎡、及び畑 ４筆 １，９５０ 

㎡、合計 ２５，１８２㎡、双方合意による、農地中間管理事業による配分計画解約の

１案件、 

 以上、３２案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、報

告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号、使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第３区の番号１番・２番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１番は、栗駒地区の田 ２１筆 ２７，１５９㎡、及び、畑 ５筆 

２，６２０㎡、合計 ２９，７７９㎡、新たな賃貸借権設定のための農地法第３条によ

る使用貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、栗駒地区の田 ２２筆 ２０，６８７㎡、及び畑 １０筆 ３，８１２

㎡、合計 ２４，４９９㎡、贈与のための農地法第３条による使用貸借権解約の１案

件、 

 以上、２案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長 

 日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案

件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 第１区の番号７番の案件を審議いたします。 
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議長 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願い

ます。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時４２分）（１７番 佐々木 耕太郎 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後１時４２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号７番は、高清水地区の田 １３筆 ４３，２４９㎡、及び、畑 ４筆 

２，４８２㎡、瀬峰地区の田 ４筆 ９，１２０㎡、及び畑 ２筆 １１，５２８．３８

㎡、合計 田 １７筆 ５２，３６９㎡、及び畑 ６筆 １４，０１０．３８㎡、 

総合計 ６６，３７９．３８㎡のうち、田 １７筆 ５２，３６９㎡、及び、畑 ６筆  

１４，００９．３７㎡、合計 ６６，３７８.３７㎡、経営継承のための使用貸借権設定

で、残り１．０１㎡については、農地法第４条の規定による許可申請が提出されており、

事業内容については、後ほど説明する旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１月２１日、議席番号２２番 大場 裕之 委員、農地利用最適化推進委員の 

曽根 茂 委員、及び 及川 正一 委員が現地確認調査を行っておりますので、その結果の

報告をお願いいたします。 

 それでは、２２番 大場 裕之 委員から報告願います。 

 

２２番 大場 裕之 委員 

 議案第１号については、去る１月２１日の金曜日に４名で、築館総合支所において、机

上で書類審査を行いました。 

 番号１番の案件は、親子間による経営移譲案件なので、何ら問題がないものと判断いた

しました。残り１．０１㎡については、ただ今事務局から説明があったとおり、第４条の

規定による許可申請が提出されているということで、後ほど報告いたしますが、それ以外

については、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 
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  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 

 議案第１号の番号７番の案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願い

ます。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

７番の案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時４４分）（１７番 佐々木 耕太郎 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後１時４５分） 

 

 次に、第１区の番号１番から６番までの６案件、及び番号８番から１５番までの８案

件、合わせて１４案件について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １４筆 ６，８０４㎡、及び畑 ４筆 ２，３４９

㎡、合計 ９，１５３㎡、経営規模拡大のための所有権移転売買の１案件、 

 番号２番は、築館地区の畑 ２筆 １，４２８㎡、相手方の要望による所有権移転売買

の１案件、 
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 番号３番は、築館地区の畑 ２筆 ６２㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の１案

件、 

 番号４番は、築館地区の田 ４筆 １３，１６２㎡、若柳地区の田 ２筆 ３，１９８

㎡、及び志波姫地区の田 １５筆 １９，１０５㎡、畑 １筆 １，８５９㎡、合計 ３

７，３２４㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号５番は、築館地区の田 １筆 ７５３㎡、経営規模拡大のための賃貸借権設定の１

案件、 

 番号６番は、高清水地区の田 ９筆 ２７，９１７㎡、及び畑 ４筆 ４，５８３㎡、

合計 ３２，５００㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 番号８番は、一迫地区の田 1筆 ３，９６３㎡、 

 番号９番は、一迫地区の田 ２筆 １，５５９㎡、いずれも、相手方の要望による所有

権移転売買の２案件、 

 番号１０番は、一迫地区の田 １筆 ９８９㎡、経営規模拡大のための所有権移転売買

の１案件、 

 この案件は、市外居住者の取得になりますが、配偶者の実家が栗原市にあり、実家の農

作業に毎週のように参加して、すでに市内において耕作管理の実績があるため、詳細説明

は省略。 

 番号１１番は、一迫地区の田 １筆 ６５８㎡、相手方の要望による所有権移転贈与の

１案件、 

 番号１２番は、一迫地区の田 ２筆 ４，７３２㎡、 

 番号１３番は、一迫地区の田 ７筆 ６，８３９㎡、 

 番号１４番は、一迫地区の田 ２筆 ２，６８３㎡、いずれも、相手方の要望による賃

貸借権設定の３案件、 

 番号１５番は、一迫地区の田 ２筆 ２，４８３㎡、経営規模拡大のための使用貸借権

設定の１案件、この案件は、市外居住者の取得になりますが、番号１０番と借受人が同一

人となっていることから、同様の理由により詳細説明は省略。 

 以上、１４案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、２２番 大場 裕之 委員から報告願います。 

 

２２番 大場 裕之 委員 

 議案第１号については、去る１月２１日の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認を

行いました。 

 事務局の説明のとおりですが、番号１番から３番は、規模拡大や労力不足による売買と

贈与になります。 

 番号４番は農業後継者への贈与となります。 
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 番号５番は、経営規模拡大を目的とした賃貸借権設定。 

 番号６番は、経営継承による使用貸借権設定となります。 

 番号８番、９番は相手方の要望による売買の案件でございます。 

 番号１０番は労力不足による売買で市外居住者による取得ですが、妻の実家であるとい

うことと耕作実績があるということで、詳細説明は省略の案件。 

 番号１１番は、贈与に関する案件。 

 番号１２番、１３番、１４番は、相手方の要望による賃貸借権設定の案件となります。 

 番号１５番は、１０番と同じ借受人となりますが、当面使用貸借権を設定して経営しな

がら維持管理していくという考え方でございます。 

 いずれの案件も特に問題がないものと確認、判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号１６番から２０番までの５案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１６番は、若柳地区の田 ４筆 ３，６００㎡、 

 番号１７番は、金成地区の田 １９筆 １７，３８１㎡、 

 番号１８番は、金成地区の田 ５筆 ６，４４２㎡、 

 番号１９番は、金成地区の田 ８筆 １０，６３４㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の４案件、 

 番号２０番は、志波姫地区の田 １筆 ３７０㎡、経営規模拡大のための所有権移転贈

与の１案件、 

 以上、５案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る１月２４日、議席番号１２番 鈴木 和子 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐々木 進 委員、及び 佐々木 貞一郎 委員が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 
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 それでは、佐々木 進 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 進 推進委員 

 議案第１号については、去る１月２４日の月曜日に４名にて、机上で書類審査を行いま

した。 

 番号１６番、１７番、１８番、１９番につきましては、いずれも、譲渡人の労力不足

のための賃貸借権設定の４案件であります。 

 ２０番につきましては、譲受人の経営規模拡大をするための所有権移転贈与の案件で

ございます。 

 以上、５案件の許可申請については、いずれも、特に問題がないものと判断いたしま

した。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２１番から２３番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２１番は、栗駒地区の田 ６筆 ２５，１１０㎡、及び、畑 ４筆  

１，９９３㎡、合計 ２７，１０３㎡、 

 番号２２番は、栗駒地区の田 ２２筆 ２０，６８７㎡、及び畑 １０筆 ３，８１２

㎡、合計 ２４，４９９㎡、 

 番号２３番は、鶯沢地区の田 １０筆 １４，７８３㎡、及び、畑 ２筆 ３９９㎡、

合計 １５，１８２㎡、いずれも、経営継承のための所有権移転贈与の３案件の説明と許

可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る１月２４日、議席番号６番 菅原 勝宏 委員、農地利用最適化推進委員の  

安藤 康太 委員、及び 山田 善太郎 委員が現地確認調査を行っておりますので、その結

果の報告をお願いいたします。 
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 それでは、安藤 康太 推進委員から報告願います。 

 

安藤 康太 推進委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請については、去る１月２４日の月曜

日に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号２１番から２３番の３案件の詳細については、先ほど事務局から説明があったと

おりですが、３案件とも経営継承による農業後継者へ贈与するための所有権移転贈与と

なっております。許可に当たっては審査基準である、全部効率利用要件や地域調和要件

を勘案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、３案件についてのご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１号の、番号１番から６番までの６案件、及び番号８番から２３番までの１６案

件、合わせて２２案件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願いま

す。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から６番までの６案件及び、番号８番から２３番までの１６案件、合わせて２２案件

は、原案のとおり許可することに決定いたしました。  



 12 

議長 

 日程第７、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に

よる、委員の議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時５５分）（１７番 佐々木 耕太郎 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後１時５５分） 

 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、瀬峰地区の畑 １筆 ９，８６２㎡のうち、１．０１㎡を業務用

地として一時転用し、営農型太陽光発電施設を設置して、売電収入を得ることに加え、パ

ネルの下部の農地でさつまいもの栽培を行うものであります。この案件については、営農

型の案件となりますので、太陽光発電施設のパネルを設置するための支柱の部分を転用

し、残りの部分を農地として利用するものであります。 

 農地区分は、農業振興地域の農用地区域の農地ですが、営農型太陽光発電施設設置によ

る一時転用ですので、不許可の例外規定に該当する旨の１案件が、要件を満たしているこ

とを説明。なお、先ほどご審議いただいた農地法第３条の許可申請のとおり、認定農業者

である後継者が耕作することになるので、期間は１０年間となっている。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、２２番 大場 裕之 委員から報告願います。 

 

２２番 大場 裕之 委員 

 議案第２号については、去る１月２１日の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認を

行いました。 

 番号１番の申請地については、すでにさつまいもが作付けされていると見られ、非常に

美しく管理されている優良な畑となっておりました。そこに営農型太陽光発電施設を設置

して、さつまいもをさらに栽培するということで、非常に営農意欲が高いものと確認いた

しました。 

 許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしましたので、ご審議の程、よろし

くお願いいたします。 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 

 議案第２号について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第７、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請については、原案

を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時５９分）（１７番 佐々木 耕太郎 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時００分） 

 

 日程第８、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 
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 はじめに、第１区の番号１番・２番の２案件について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、所有権移転売買の案件で、築館地区の田 １筆 ２，３００㎡を

業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置して売電収入を得ものであります。 

 農地区分は、都市計画区域内で準工業地域に指定されておりますので、第３種農地に該

当する旨の１案件、 

 番号２番は、所有権移転売買の案件で、瀬峰地区の田 ２筆 ５３３㎡を、住宅用地と

して転用し、建売住宅２棟及び駐車場７台分を建築造成するものであります。 

 農地区分は、鉄道の駅から３００ｍ以内に位置する区域内の農地ですので、第３種農地

に該当する旨の１案件、 

 以上、２案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、及川 正一 推進委員から報告願います。 

 

及川 正一 推進委員 

 推進委員の及川でございます。 

 議案第３号については、去る１月２１日の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認を

行いました。 

 番号１番の件は、現地を確認しますと、国道４号沿いのみやぎ富美野の南方、南部屋敷

所有の雑種地の東側に位置する農地で、道路より低い位置にあります。隣地にも太陽光発

電施設が設置されており、申請地を購入し太陽光発電パネルを設置して売電収入を得るも

ので、許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 番号２番の件は、ＪＲ瀬峰駅の西側に位置する農地で、周囲は住宅に囲まれ、転作田と

して管理されている農地で、申請地を購入して住宅２棟及び、駐車場を建築造成するもの

で、現地を確認しますと許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、所有権移転売買の案件で、志波姫地区の畑 １筆 ３１３㎡を住宅

用地として転用し、事業計画地を隣接する宅地と併せ、一般個人住宅及び駐車場を建築造

成するものであります。 

 農地区分は、住宅に囲まれた生産性の低い小集団農地であるので、第２種農地で取扱う

旨の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、１２番 鈴木 和子 委員から報告願います。 

 

１２番 鈴木 和子 委員 

 議案第３号、農地法５条の規定による許可申請については、去る１月２４日の月曜日に

４名にて、金成庁舎３０４会議室で書類審査、その後現地確認を行いました。 

 番号３番の件は、事務局の説明のとおりで、畑と宅地を購入して、畑を転用し、宅地と

併せて住宅及び駐車場を建設造成するもので、両側は住宅、北側は道路を挟み住宅、南側

は昨年転用許可がおりて、住宅が建てられるということでございました。転用予定の農地

と隣接する宅地を一体化して住宅を建てるということでありました。 

 許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号４番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第３区の番号４番は、使用貸借権設定の案件で、栗駒地区の田 １筆 ４８０㎡を業務

用地として転用し、会社の業務用車両の駐車場及び資材置場を造成するものであります。 

 本案件の農地は、令和３年１２月９日付けで、栗原市農業振興地域整備計画の農用地区

域から除外されており、除外後の農地区分は、１０ｈａ以上の農地の広がりがある第１種

農地に該当しますが、既存敷地面積の２分の１以内での拡張となるので、不許可の例外規

定で取り扱う旨の１案件が、許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、山田 善太郎 推進委員から報告願います。 

 

山田 善太郎 推進委員 

 議案第３号、農地法５条の許可申請については、去る１月２４日の月曜日に４名にて、

鶯沢総合支所で書類審査、その後現地確認を行いました。 

 番号４番の件は、事務局の説明のとおり、事業拡大のため、駐車場兼資材置場を設置し

たいということでした。既存施設の隣に整備したいということでした。農地区分は第１種

ですが、例外規定で、既存施設の隣接で、既存施設の敷地面積の２分の１を超えないもの

であれば、許可するという特例があり、図面にもありますとおり敷地面積９６１㎡に対し

て、申請が４８０㎡でありますので、許可に当たっては特に問題がないものと判断いたし

ました。 

 また、農地の状況については、雪でよく見えませんでしたが、昨年まで水稲を作付けし

耕作していたことが確認されましたので、農地は良く管理しているものと思われます。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 
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議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第８、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から４番までの４案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 ここで、議案の訂正をお願いします。 

 まずは、４４ページをご覧ください。 

 番号８番ですが、議案書印刷後に貸し渡し人の死亡が判明しましたので、削除し、欠番

とさせていただきます。 

 また、５３ページの番号３３番ですが、議案をとりまとめ、議案協議終了後に、貸し渡

し人の死亡が判明いたし、欠番とさせていただきましたので、報告いたします。 

 日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定、及び同規定の準用による、議事参与の制限

に該当する案件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 第１区の番号２番・３番の２案件を審議いたします。 

 議席番号１０番 曽根 金雄 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１７分）（ １０番 曽根 金雄 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時１７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号２番は、築館地区の田 ３筆 ７，５５４㎡、新規の賃貸借権設定である

旨の１案件、 

 番号３番は、築館地区の田 ７筆 ２，５７０㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１案

件、以上、２案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号の、番号２番・３番の２案件について、原案を可とすることに賛成の委員

は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地 利用 集積計画についての、番号２番・３番の

２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１０番 曽根 金雄 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１９分）（ １０番 曽根 金雄 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時１９分） 

 次に、第１区の番号１４番・１５番及び、１９番の３案件を審議いたします。 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願い

ます。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２０分）（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席） 
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議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２０分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１４番は、高清水地区の田 １筆 ４，７９０㎡、 

 番号１５番は、高清水地区の田 ４筆 １６，８０５㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 番号１９番は、高清水地区の田 ２筆 ３，０８９㎡、及び畑 １筆 ２，０３９㎡、

合計 ５，１２８㎡、新規の使用貸借権設定である旨の３案件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 

 議案第４号の、番号１４番・１５番及び、１９番の３案件について、原案を可とするこ

とに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地 利用 集積計画についての、番号１４番・１５

番及び、１９番の３案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による議事参与の制限を解き、議席番号１７

番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２１分）（佐々木 耕太郎 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２１分） 

 次に、第２区の番号４１番の１案件及び、番号４３番から４７番までの５案件、合わせ

て６案件を審議いたします。 

 農地利用最適化推進委員の 佐々木 貞一郎 委員は、議事参与の制限に当たりますの

で、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２２分）（ 佐々木 貞一郎 推進委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４１番は、若柳地区の田 ９筆 ５，８９２㎡、新規の賃貸借権設定であ

る旨の１案件、 

 番号４３番は、若柳地区の田 ２６筆 １１，４０３㎡、 

 番号４４番は、若柳地区の田 ４筆 ３，２３６㎡、 

 番号４５番は、若柳地区の田 １２筆 ５，７１４㎡、 

 番号４６番は、若柳地区の田 ９筆 ５，５４９㎡、 

 番号４７番は、若柳地区の田 ３筆 ２，１８６㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の５案件、以上、６案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか 
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  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 

 議案第４号の、番号４１番の１案件及び、番号４３番から４７番までの５案件、合わせ

て６案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号４１番の１案件

及び、番号４３番から４７番までの５案件、合わせて６案件は、原案を可とすることに決

定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定の準用による、委員の議事参与の制限を解

き、佐々木 貞一郎 推進委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２４分）（ 佐々木 貞一郎 推進委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２４分） 

 次に、第２区の番号６１番の案件を審議いたします。 

 議席番号２番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２４分）（ ２番 佐藤 勝 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２５分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号６１番は、金成地区の田 ２５筆 ２１，６９３㎡、新規の賃貸借権設定

である旨の１案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

 討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号の、番号６１番の案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手

願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号６１番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号２番 佐藤 勝 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２６分）（ ２番 佐藤 勝 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２６分） 

 次に、第１区の番号１番の１案件、番号４番から７番までの４案件、番号９番から１３

番までの５案件、番号１６番から１８番までの３案件、及び、番号２０番から３２番まで

の１３案件、合わせて２６案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ２筆 ３，８０９㎡、所有権移転売買である旨の

１案件、 

 番号４番は、築館地区の田 ２筆 ６，００１㎡、及び、一迫地区の田 １３筆  

１５，８９２㎡、畑 １筆 １４９㎡、合計 ２２，０４２㎡、 

 番号５番は、築館地区の田 ５筆 ５，２０８㎡、 

 番号６番は、築館地区の田 １筆 ２，０７０㎡、 

 番号７番は、築館地区の田 ６筆 ５，８２０㎡、 

 番号９番は、築館地区の田 １筆 ２，０００㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ

る旨の５案件、 

 番号１０番は、高清水地区の田 １筆 ３０３㎡、 

 番号１１番は、高清水地区の田 ２筆 ２００㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の２案件、 

 番号１２番は、高清水地区の田 ３筆 ３，５２０㎡、 

 番号１３番は、高清水地区の田 ２筆 １，５２３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の２案件、 

 番号１６番は、高清水地区の田 １筆 ３，４００㎡、 

 番号１７番は、高清水地区の田 ２筆 １，０８２㎡、 

 番号１８番は、高清水地区の田 ５筆 １１，７４３㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の３案件、 

 番号２０番は、一迫地区の田 １筆 ２，６３０㎡、 

 番号２１番は、一迫地区の田 １筆 １，０００㎡、 

 番号２２番は、一迫地区の田 ２筆 ３，７３７㎡、いずれも、所有権移転売買である

旨の３案件、 

 番号２３番は、一迫地区の田 １１筆 ２１，４８８㎡、 

 番号２４番は、一迫地区の田 ２筆 ３，００８㎡、 

 番号２５番は、一迫地区の田 ９筆 ３，６００㎡、 

 番号２６番は、一迫地区の田 ５筆 ８，３０２㎡、 

 番号２７番は、一迫地区の田 ８筆 ２０，７１６㎡、 

 番号２８番は、一迫地区の田 １０筆 １８，５７５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の６案件、 

 番号２９番は、一迫地区の田 ２筆 ２，６６８㎡、更新の使用貸借権設定である旨の

１案件、 

 番号３０番は、瀬峰地区の田 ３筆 ８，１４４㎡、 

 番号３１番は、瀬峰地区の田 ３筆 １３，５３２㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の２案件、 

 番号３２番は、瀬峰地区の田 １筆 ４，７４７、更新の賃貸借権設定である旨の１案

件、 以上、２６案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３４番から４０番までの７案件、番号４２番の１案件、番号４８番

から６０番までの１３案件及び、番号６２番から１０１番までの４０案件、合わせて６１

案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３４番は、若柳地区の田 ９筆 ２０，６３７㎡、所有権移転売買である

旨の１案件、 

 番号３５番は、若柳地区の田 １２筆 １３，２３２㎡、及び、畑 １筆 ５９５㎡、

合計 １３，８２７㎡、 

 番号３６番は、若柳地区の田 ６筆 ５，４７３㎡、 

 番号３７番は、若柳地区の田 ４筆 ３，４７３㎡、 

 番号３８番は、若柳地区の田 １５筆 １３，３０８㎡、 

 番号３９番は、若柳地区の田 １２筆 １１，３１２㎡、 

 番号４０番は、若柳地区の田 ６筆 ８，５３０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の６案件、 

 番号４２番は、若柳地区の田 ７筆 ２，９７４㎡、及び、金成地区の田 ２筆  

１，０５４㎡、合計 ４，０２８㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

 番号４８番は、若柳地区の田 ３筆 ４，０１８㎡、及び、畑 １筆 ５８２㎡、合計 

４，６００㎡、 

 番号４９番は、若柳地区の田 １９筆 １６，１６７㎡、及び、畑 １筆 １，１３１

㎡、合計 １７，２９８㎡、 

 番号５０番は、若柳地区の田 １筆 ８９㎡、 

 番号５１番は、若柳地区の田 １９筆 ２０，５００㎡、 

 番号５２番は、若柳地区の田 １筆 ５７１㎡、 

 番号５３番は、若柳地区の田 １９筆 １５，４８７㎡、 

 番号５４番は、若柳地区の田 ６筆 ５，１２２㎡、 

 番号５５番は、若柳地区の田 ２筆 ３８６㎡、 

 番号５６番は、若柳地区の田 ６筆 ４，８０７㎡、畑 １筆 ４９３㎡、及び、志波

姫地区の田 １筆 ８２６㎡、合計 ６，１２６㎡、 
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 番号５７番は、若柳地区の田 ２筆 ７８５㎡、及び金成地区の田 １筆 ４，０００

㎡、合計 ４，７８５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の１０案件、 

 番号５８番は、金成地区の田 １筆 ２４７㎡、 

 番号５９番は、金成地区の田 １筆 ３９４㎡、 

 番号６０番は、金成地区の田 １筆 ２５４㎡、いずれも、所有権移転売買である旨の

３案件、 

 番号６２番は、金成地区の田 １筆 ８，０００㎡、 

 番号６３番は、金成地区の田 １筆 ３，９９５㎡、 

 番号６４番は、金成地区の田 １筆 ３，１５０㎡、 

 番号６５番は、金成地区の田 ２筆 ４，３８６㎡、 

 番号６６番は、金成地区の田 １筆 １，６５０㎡、 

 番号６７番は、金成地区の田 １筆 ２，７６３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の６案件、 

 番号６８番は、金成地区の田 １筆 ２，６０６㎡、 

 番号６９番は、金成地区の田 ９筆 １３，１１５．４３㎡、 

 番号７０番は、金成地区の田 ３９筆 ２６，７１４㎡、 

 番号７１番は、金成地区の田 ２筆 ９，７５４㎡、 

 番号７２番は、金成地区の田 ５筆 ５，１８０㎡、 

 番号７３番は、金成地区の田 １筆 ４，８００㎡、 

 番号７４番は、金成地区の田 １筆 １０，０１６㎡、 

 番号７５番は、金成地区の田 １筆 ５，３１８㎡、 

 番号７６番は、金成地区の田 １筆 ４，０００㎡、 

 番号７７番は、金成地区の田 １筆 ４，１５０㎡、 

 番号７８番は、金成地区の田 １筆 １２，８１９㎡、 

 番号７９番は、金成地区の田 １筆 ７２０㎡、 

 番号８０番は、金成地区の田 １筆 １２，８６２㎡、 

 番号８１番は、金成地区の田 ９筆 ３３，４０８㎡、及び畑 １筆 ３００㎡、合計 

３３，７０８㎡、 

 番号８２番は、金成地区の田 １筆 ５，０００㎡、 

 番号８３番は、金成地区の田 ２筆 ３，０１８㎡、 

 番号８４番は、金成地区の田 １筆 ３，８３５㎡、 

 番号８５番は、金成地区の田 １筆 ７，００８㎡、 

 番号８６番は、金成地区の田 ３筆 １９，３９０㎡、 

 番号８７番は、金成地区の田 ６筆 １３，３４４㎡、 

 番号８８番は、金成地区の田 ２筆 １１，１３２㎡、 

 番号８９番は、金成地区の田 １筆 １１，５７８㎡、 

 番号９０番は、金成地区の田 ２８筆 ３７，７８５㎡、 
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 番号９１番は、金成地区の田 １２筆 ２９，０８３㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２４案件、 

 番号９２番は、志波姫地区の田 １３筆 １８，８０２㎡、 

 番号９３番は、志波姫地区の田 ２筆 １，６０５㎡、 

 番号９４番は、志波姫地区の田 １５筆 １３，１２７㎡、 

 番号９５番は、志波姫地区の田 １筆 ９２４㎡、 

 番号９６番は、志波姫地区の田 １筆 ２，８９８㎡、 

 番号９７番は、志波姫地区の田 ３筆 ２，８８６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の６案件、 

 番号９８番は、志波姫地区の田 １筆 ２，８３８㎡、 

 番号９９番は、志波姫地区の田 ５筆 ７，３１３㎡、 

 番号１００番は、志波姫地区の田 １筆 ４０６㎡、 

 番号１０１番は、志波姫地区の田 ４筆 ５，０７４㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の４案件、 

 以上、６１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

 ここで、会議開始から１時間以上が経過しましたので、午後２時４５分まで、休憩とい

たします。 

 

休憩：午後２時３１分から２時４５分まで 

 

議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時４５分） 

 

 次に、第３区の番号１０２番から１２０番までの１９案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第３区の番号１０２番は、栗駒地区の田 ４筆 ８，１０９㎡、 

 番号１０３番は、栗駒地区の田 ５筆 ７，３２２㎡、 

 番号１０４番は、栗駒地区の田 ３筆 ４，３３５㎡、 

 番号１０５番は、栗駒地区の田 １９筆 ２６，２０６㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の４案件、 

 番号１０６番は、栗駒地区の田 １１筆 ２２，９１８㎡、新規および更新の賃貸借権

設定である旨の１案件、 

 番号１０７番は、栗駒地区の田 ４筆 ９，７５４㎡、 

 番号１０８番は、栗駒地区の田 ８筆 ６，６６０㎡、 

 番号１０９番は、栗駒地区の田 ７筆 １０，０５５㎡、 

 番号１１０番は、栗駒地区の田 ４筆 ５，５３４㎡、 

 番号１１１番は、栗駒地区の田 ８筆 １２，２１１㎡、及び畑 １筆 ２０４㎡、 

合計 １２，４１５㎡、 

 番号１１２番は、栗駒地区の田 １筆 １，０８９㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の６案件、 

 番号１１３番は、鶯沢地区の田 １筆 ６４４㎡、 

 番号１１４番は、鶯沢地区の田 ２筆 １，８９７㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の２案件、 

 番号１１５番は、鶯沢地区の田 １３筆 ７，９０４㎡、新規の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

 番号１１６番は、鶯沢地区の田 ２筆 ３，０３０㎡、 

 番号１１７番は、鶯沢地区の田 ７筆 ３，７１３㎡、 

 番号１１８番は、鶯沢地区の田 １筆 １，０４９㎡、 

 番号１１９番は、花山地区の田 １９筆 １４，５２２㎡、 

 番号１２０番は、花山地区の田 ４筆 ２，１１２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の５案件、 

 以上、１９案件を説明。 

  

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか 
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  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号の番号１番の１案件、番号４番から７番までの４案件、番号９番から１３番

までの５案件、番号１６番から１８番までの３案件、番号２０番から３２番までの１３案

件、番号３４番から４０番までの７案件、番号４２番の１案件、番号４８番から６０番ま

での１３案件、及び、番号６２番から１２０番までの５９案件、合わせて、１０６案件に

ついて、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、程第９、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番の１案件、番

号４番から７番までの４案件、番号９番から１３番までの５案件、番号１６番から１８番

までの３案件、番号２０番から３２番までの１３案件、番号３４番から４０番までの７案

件、番号４２番の１案件、番号４８番から６０番までの１３案件、及び、番号６２番から

１２０番までの５９案件、合わせて、１０６案件は、原案を可とすることに決定いたしま

した。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

日程第１０、議案第５号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第２区の番号１から６番までの６案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、すべて宮城県農地中間管理機構となります。 

 第１区の番号１番は、若柳地区の田 ２筆 ３，３２２㎡、 

 番号２番は、若柳地区の田 ８筆 ５，４６８㎡、 

 番号３番は、若柳地区の田 ６筆 １０，９５５㎡、 

 番号４番は、若柳地区の田 ９筆 ３１，７８３㎡、 

 番号５番は、若柳地区の田 ４筆 １０，９５２㎡、 

 番号６番は、若柳地区の田 １筆 ７７１㎡、いずれも、農地中管理事業による新規の

賃貸借権設定で、再配分である旨の６案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声―議長 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 

 議案第５号について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用配分計画についての、番号１番から６番

までの６案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１１、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 

 はじめに、第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、瀬峰地区の田 １筆 ８３㎡、願出地は、昭和４７年頃から先代

の時代より、隣接地の住宅の一部として利用され現在に至るものであり、農地への復元が

困難であることから、宅地への地目変更のため願い出があり、非農地証明書交付後に所有

権移転の登記を行う予定である旨の１案件を説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、曽根 茂 推進委員から報告願います。 

 

曽根 茂 推進委員 

 議案第６号、非農地証明願については、去る１月２１日の金曜日に４名にて、書類審査

その後、現地確認を行いました。 

 番号１番の案件の詳細については、事務局が説明したとおりですが、参考資料の航空写

真を見ていただければわかると思いますが、すでに隣の住宅敷地内の一部として使用され

ており、コンクリートの塀で囲まれ、住宅の一部として利用されていることから、農地へ

の復元は非常に困難であると確認してまいりました。 

 許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２番・３番の２案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２番は、鶯沢地区の田 １筆 １３，１１２㎡、願出地は、平成１０年頃

から労力不足により耕作できなくなり原野化し、現在に至るものであり、農地への復元が

困難であることから、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号３番は、花山地区の畑 １筆 ８６７㎡、願出地は、昭和５４年頃に先代が住宅を

建築したころから宅地敷地として利用し現在に至るものであり、農地への復元が困難であ

ることから、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、６番 菅原 勝宏 委員から報告願います。 
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６番 菅原 勝宏 委員 

 議案第６号、非農地証明願については、去る１月２４日の月曜日に４名にて、書類審査

及び現地確認を行いました。 

 番号２番については、地目は田となっておりますが、現況は参考資料の航空写真で見た

とおり原野です。労働力不足により耕作できなくなり、荒廃し現在に至り農地へ復旧する

ことが困難であるため願出たものです。 

 番号３番については、地目は畑となっておりますが、現況は宅地、先代が住宅を建築し

たころから宅地敷きとして利用され現在に至っております。農地へ復旧することが困難で

あるため願出たものです。 

 いずれも、許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか 

 

  ―「討論なし」の声― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 

 議案第６号について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第１１、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から３番までの

３案件は、原案のとおり、承認することに決定いたしました。 
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議長 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和４年 第１回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

議長（会長） 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ２時 ５９分 閉会 ＞ 
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